
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】

トンネルの軸方向に走行可能なプロテクタを用いて既設トンネル内部の交通を許容し
たまま拡幅工事を行う場合の作業台車であって、

前記作業台車を、
支柱及び側壁を適宜組み合わせた垂直部材と、
この垂直部材の上端から水平に張り出した作業台とから、
断面略Ｌ字形に形成し、
前記作業台の端部のプロテクタ上に乗せた走行装置と、

前記垂直部材下端の走行装置とによって、
作業台車が、トンネルの軸方向に 走行可能に構成したこと
を特徴とする、
トンネルの拡幅工事用作業台車。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、トンネル拡幅工事用作業台車に関するもので、特にプロテクタを用いて既設ト
ンネル内部の交通を許容したまま拡幅工事を行う場合の作業台車に関するものである。
【０００２】
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プロテクタの外側に作業台車を、その下方に車両の通行が可能なように設置し、

拡幅トンネルの底面に乗せた、
工事車両の通行を確保したまま



【従来の技術】
トンネルは、築造後に、交通量を増加させるために拡幅する場合がある。
既設トンネルを拡幅する場合において、トンネル内の交通を確保しつつ拡幅工事を行うこ
とが望まれており、トンネル上部からの落下物を保護するために断面略門型のプロテクタ
を設置し、このプロテクタの内部にて交通を確保しつつ高所作業車や、プロテクタを跨ぐ
梁部材の大きい作業台車を使用して拡幅工事を行っている。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、従来の拡幅工事用の作業台車においては、次のような問題点があった。
＜イ＞高所作業車を使用する場合は、作業空間を大きく占有するため、切羽作業の工事用
車両の通行を阻害し、切羽作業に支障をきたす。
＜ロ＞プロテクタを跨ぐ作業台車を使用する場合は、スパンが長くなる分だけ梁部材が大
きくなったり、作業台車そのものが大型化し、作業台車を設置するスペースがなく、使用
することができない場合がある。
＜ハ＞上記ロの問題点を解消するために、プロテクタに隣接して作業台車を並設したもの
があるが、作業台車が門型に形成されているため、支柱の分だけ作業範囲が狭まる。
【０００４】
【発明の目的】
本発明は上記したような従来の問題点に鑑みて考えられたもので、切羽作業の工事用車両
の通行を阻害することのないトンネル拡幅工事用作業台車を提供することを目的とする。
また本発明は、作業台車の梁スパンを短くしたトンネル拡幅工事用作業台車を提供するこ
とを目的とする。
また本発明は、作業範囲を極力広くしたトンネル拡幅工事用作業台車を提供することを目
的とする。
本発明は、上記目的のうち少なくとも一つを達成するようにしたものである。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
　上記のような課題を解決するために本発明は、 トンネルの軸方向に走行可能なプロ
テクタを用いて既設トンネル内部の交通を許容したまま拡幅工事を行う場合の作業台車で
あって、前記作業台車を、支柱及び側壁を適宜組み合わせた垂直部材と、この垂直部材の
上端から水平に張り出した作業台とから、断面略Ｌ字形に形成し、前記作業台の端部のプ
ロテクタ上に乗せた走行装置と、 前記垂直部材下端の走行
装置とによって、作業台車が、トンネルの軸方向に 走行可
能に構成したことを特徴とするトンネルの拡幅工事用作業台車を特徴としたものである。
【０００６】
ここで、本発明のトンネル拡幅工事用作業台車は、前記プロテクタを移動させるときは、
作業台車を固定することができる。
【０００７】
【本発明の実施の形態】
以下図面を参照しながら、本発明に係る実施の形態について説明する。
【０００８】
＜イ＞全体の構成
図１は、拡幅工事を行う拡幅トンネル５内に作業台車２を設置した状態をトンネル軸方向
からみた概略図である。
既設トンネル１上部の覆工壁を取り除く際に落下する落下物から保護するために、断面略
門型のプロテクタ３を既設トンネル１内の施工範囲に設置する。
プロテクタ３の内部にて交通を確保しつつ、プロテクタ３の上部に作業台車２を走行可能
に設置して拡幅工事を行う。
【０００９】
＜ロ＞既設トンネル
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拡幅トンネルの底面に乗せた、
工事車両の通行を確保したまま



既設トンネル１は、拡幅工事を行う前のトンネルである。
既設トンネル１の底面１１に、拡幅工事を行う区間に亘って、レール１０を敷設する。
このレール１０は、プロテクタ３が走行するためのレールである。
既設トンネル１と平行に、掘削機８などで切羽を掘削して、拡幅トンネル５を施工する (
図２参照 )。
拡幅トンネル５の底面５１に、後述する作業台車２が走行するためのレール５０を敷設す
る。
【００１０】
＜ハ＞作業台車
作業台車２は、支柱及び側壁を適宜組み合わせた垂直部材２０と、この垂直部材２０の上
端からプロテクタ３に向けて水平に張り出した作業台２１とからなり、全体の形状が断面
略Ｌ字形となっている。
作業台車２は、拡幅トンネル５のシート張り作業や鉄筋組立作業等を行うに十分な大きさ
を有し、拡幅トンネル５内に設置する。
作業台２１の下端に車輪２５を取り付け、プロテクタ３の屋根３２に敷設したレール３４
に乗せる。
垂直部材２０の下端にも車輪２４を取り付け、レール５０に乗せる。
これによって、作業台車２はトンネル軸方向へ走行することができ、車輪２４、２５及び
レール５０、３４は作業台車２の走行装置４、４０を構成する。
【００１１】
なお、走行装置４、４０は、車輪２４、２５とレール５０、３４を組み合わせたものに限
定することなく、タイヤやローラ等の方式でもよい。
作業台車２の垂直部材２０及び作業台２１には、適宜間隔で受台２２や仕切壁２３を設置
して各種資機材やコンクリート吹付け装置などを設置可能にしている。
【００１２】
＜ニ＞プロテクタ
プロテクタ３は、トンネル１上部からの落下物に対する保護空間を形成するもので、断面
の形状を略門型に形成する。
プロテクタ３は、トンネル内の交通を許容するに十分な大きさである。
プロテクタ３は、一定間隔毎に立設される支柱３０と、支柱３０の間に設置される側壁３
１と、トンネル１の上部（内面を覆う覆工壁等を含む）からの落下物を防ぐ屋根３２とで
構成される。
支柱３０または側壁３１の下部には車輪３３が設けられ、既設トンネル１の底面１１上に
敷設したレール１０によって、プロテクタ３はトンネル軸方向へ移動可能である。
屋根３２は、例えば支柱３０、側壁３１の上に配置、固定される周知の横桁、縦桁及び覆
工板等により構成し、作業台車２を支え、且つ作業台車２の走行が可能な剛性を有する。
プロテクタ３の外側で、作業台車２の下方には、工事用車両９が通行可能となっている (
図１参照 )。
なお、プロテクタ３は移動式に限らず、固定式でもよい。
【００１３】
＜ホ＞セントル
セントル６は、拡幅トンネル５の内側に組み立てて設置する移動型枠で、セントル６の外
側と拡幅トンネル５の内側との間に形成される空間にコンクリートを打設する。
セントル６は、図示してないが、例えば型枠と移動台車とを組み合わせた鋼製移動型枠等
を使用することができる。
コンクリートの打設が終わり、所定の強度を発現してから、次の打設位置へ移動する。
セントル６の移動方法は、電気、エアまたは油圧を動力とする駆動方式でよく、あるいは
人力か他の車両にて牽引することでもよい。
【００１４】
次に本発明の作業台車を使用した既設トンネルの拡幅工事について簡単に説明する。
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【００１５】
＜イ＞作業台車の設置
まず、既設トンネル１の内部に、プロテクタ３を設置する。
プロテクタ３が移動式の場合は、移動範囲にわたってレール１０を敷設しておく。
掘削機８等によってプロテクタ３で保護された既設トンネル１の外側を掘削し、既設トン
ネル１を拡幅し、底面５１にレール５０を敷設する。
プロテクタ３で保護されているので、例えば既設トンネル１の覆工壁を取り除く際にその
破片が落下しても、走行する一般車両９０に危険は及ばない。
プロテクタ３の屋根３２にレール３４を敷設する。
これらレール５０、３４の敷設区間は、拡幅トンネル５のシート張り作業や鉄筋組立作業
等の作業範囲である。
作業台車２を拡幅トンネル５内で組み立てて、車輪２４、２５を夫々レール５０、３４に
乗せて走行可能に設置する。
本発明では、作業台車２をプロテクタ３上を走行可能に設置しているため、作業台車２の
梁スパンを短くしたり、作業台２１の中間に走行装置４０を設けて支持することができる
。
【００１６】
＜ロ＞作業台車の移動
作業台車２を拡幅トンネル５内で走行しながら、シート張り作業や鉄筋組立作業等を行う
。
作業台車２には、受台２２や仕切壁２３が設けられているので、施工箇所に適した各種資
機材を設置することができ、作業を行いやすい。
プロテクタ３に走行車輪３３を取り付けた移動式プロテクタの場合は、施工現場に応じて
プロテクタ３、作業台車２の移動を個別または同時に行うことを可能とし、作業効率を高
めることができる。
従来のように移動式プロテクタに隣接して門型の作業台車を並設したのでは、大型の工事
用車両の走行に作業台車の支柱が邪魔をして走行に支障が生じていたが、本発明によれば
作業台車２をＬ字形に形成し、その片側をプロテクタ３上に走行可能に載置しているため
、大型の工事用車両の走行に支障がない。
【００１７】
【本発明の効果】
本発明は、以上説明したようになるから次のような効果を得ることができる。
＜イ＞作業台車を移動式プロテクタの側方で、しかも作業台車の片側を移動式プロテクタ
上に走行可能としたので、工事用車両の通行を常時確保しながら、トンネルの拡幅工事を
行うことができる。
＜ロ＞従来のように移動式プロテクタに隣接して門型の作業台車を並設するのと異なり、
作業台車をＬ字形に形成し、その片側を移動式プロテクタ上に走行可能に載置しているた
め、作業台車の資材を少なくすることができ、また、片方に支柱がない分工事用車両の走
行範囲が広がる。
＜ハ＞作業台車は移動式プロテクタ上を走行可能のため、移動式プロテクタの移動作業に
影響させることなく、作業台車を独立して移動しながらトンネル拡幅作業を行うことがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【図１】拡幅トンネルに作業台車を設置した状態を示す概略構成図。
【図２】トンネルの拡幅工事の状態を示す説明図。
【符号の説明】
１・・・・既設トンネル
２・・・・作業台車
２０・・・垂直部材
２１・・・作業台
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３・・・・プロテクタ
４・・・・走行装置
４０・・・走行装置
５・・・・拡幅トンネル
８・・・・掘削機
９・・・・工事用車両

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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